
 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、教育委員会教育長か

ら監査の結果に基づいて措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定に基づき、措置

の内容を次のとおり公表する。 

 

 

令和６年９月２７日 

 

 

岐阜県監査委員   若井 敦子 

 

岐阜県監査委員   恩田 佳幸 

 

岐阜県監査委員   鈴木 祥一 

 

岐阜県監査委員   安田 典子 

 

岐阜県監査委員   飯沼 敦朗 
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１ 令和５年度行政監査(県の施設におけるＡＥＤの設置・管理及び公開・周知について)の結果

に基づき講じた措置の状況 
（単位：件） 

テーマ名 
監査結果 措置済 

今回措置を 

講じたもの 
未措置 

 (A) (B) (C) (A-B-C) 

県の施設におけるＡＥＤの設置・管

理及び公開・周知について 
７０ ６１ ６ ３ 

※「今回措置を講じたもの」とは、令和６年９月４日に教育委員会教育長から通知があったもの。 

 

 

２ 行政監査の結果に基づき講じた措置（指摘事項） 
 

教育委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

羽島北高

等学校 

ＡＥＤは適切な管理が行われなければ、

人の生命及び健康に重大な影響を与えるお

それがある医療機器であるが、耐用期間が

経過したＡＥＤを設置している所属・施設

においては、管理不備により性能を発揮で

きない等の重大な事態の発生を防止するた

め、設置の要否及び更新の必要性を踏まえ

た上で、ＡＥＤの更新又は廃棄を行うべき

である。 

 

（対象施設） 

羽島北高等学校 

ＡＥＤの耐用年数が経過していることは

把握し、日々点検をすることで使用を継続

する対応をしていたのだが、ＡＥＤは生命

に関わる機器であるため、耐用期間経過後

は即座に使用不可とするまでの認識に至っ

ていなかった。「ＡＥＤの適正配置に関する

ガイドライン」により改めて必要台数を確

認し、耐用期間が経過した１台を更新し

た。今後は、ＡＥＤ管理責任者及び事務担

当者で情報共有し、再発防止に努める。 

 Ｈ29年県通知において、ＡＥＤ管理責任

者は、自身の県有施設に設置されたＡＥＤ

情報（設置場所や使用可能時間など）をイ

ンターネット上の県有施設ＡＥＤマップに

公開することとされているところ、ＡＥＤ

を設置しているにも関わらず、県有施設Ａ

ＥＤマップ上にすべてのＡＥＤ情報（複数

のＡＥＤを設置している場合は、それぞれ

のＡＥＤ情報）を公開していないので、速

やかに措置するとともに、今後は適正に処

理されたい。 

 

（対象施設） 

羽島北高等学校 

本校に設置されたＡＥＤ３台のうち、 

１台について県有施設ＡＥＤマップへの公

開を失念していたため、ＡＥＤを更新した

際に県有施設ＡＥＤマップに登録し公開し

た。今後は、設置・更新時に情報公開漏れ

がないかをＡＥＤ管理責任者及び事務担当

者で相互にチェックすることにより、再発

防止に努める。 

多治見工

業高等学

校 

ＡＥＤは適切な管理が行われなければ、

人の生命及び健康に重大な影響を与えるお

それがある医療機器であるが、耐用期間が

経過したＡＥＤを設置している所属・施設

においては、管理不備により性能を発揮で

きない等の重大な事態の発生を防止するた

め、設置の要否及び更新の必要性を踏まえ

た上で、ＡＥＤの更新又は廃棄を行うべき

である。 

 

適切な管理についての認識不足により耐

用期間経過後も設置していたため、今後は

保健厚生部において月に１度実施している

施設の安全点検の項目にＡＥＤの現況確認

を加えることで再発を防止し、適正な管理

に努める。 

本校は体育の授業、部活動がとてもさか

んであり、突然の心停止の発生リスクが決

して低いわけではない。またその活動はグ

ラウンド、体育館、テニスコートと広範囲
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機関名 監査結果 講じた措置 

（対象施設） 

多治見工業高等学校 

にわたり、複数台の設置をする必要がある

ため、ＡＥＤの更新を行った。 

高山工業

高等学校 

Ｈ29年県通知において、ＡＥＤ管理責任

者は、自身の県有施設に設置されたＡＥＤ

情報（設置場所や使用可能時間など）をイ

ンターネット上の県有施設ＡＥＤマップに

公開することとされているところ、ＡＥＤ

を設置しているにも関わらず、県有施設Ａ

ＥＤマップ上にすべてのＡＥＤ情報（複数

のＡＥＤを設置している場合は、それぞれ

のＡＥＤ情報）を公開していないので、速

やかに措置するとともに、今後は適正に処

理されたい。 

 

（対象施設） 

高山工業高等学校 

本校に設置されているＡＥＤ４台のう

ち、県有施設ＡＥＤマップに公開されてい

なかった１台について、令和６年８月に公

開した。 

当該ＡＥＤ取得時に県有施設ＡＥＤマッ

プ登録に係る操作に手間取り、そのまま登

録を怠ってしまったことが原因である。 

今後は、関係職員にマニュアルを共有

し、登録時は職員間の相互チェックを行う

ことにより、再発防止に努める。 

 

 

３ 行政監査の結果に基づき講じた措置（検討事項） 
 

教育委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

学校安全

課 

ＡＥＤについては、機器の新規設置・更

新等に伴い、今後も継続して調達事務を行

うことが見込まれる。ＡＥＤ設置の検討

は、Ｈ29年県通知に基づき各所属・施設等

において行われているが、不特定多数の者

が訪れる場所等におけるＡＥＤ設置は今後

も全庁的に進められるものと考えられる。 

各年度において、関係所属・施設等が行

う新規設置・更新等の対象となるＡＥＤの

数量などを全庁的に把握し、各施設のＡＥ

Ｄ設置の目的に沿ったＡＥＤの使用を基に

して一括調達することを検討し、経済的か

つ効率的な調達を行うよう図られたい。 

・ 令和７年度の機器更新に併せて、全県

立学校を対象にＡＥＤ設置台数の調査を

実施したうえで、新規設置、更新対象と

なるものを教育委員会として一括調達を

行う。 

 遠隔監視システムが導入されていない学

校安全課一括調達ＡＥＤを設置している施

設、又は、遠隔監視システムや監視業務委

託を導入していない独自調達ＡＥＤを設置

している施設において、ＡＥＤの機能を維

持するための点検整備・消耗品管理を適切

に実施していない施設が複数認められたの

で、適切な点検整備・消耗品管理が実施さ

れるよう、各施設における実態を把握した

うえで、不適切な事態の是正及び再発防止

に向けた必要な対応について検討された

い。 

・ 令和７年度の機器更新に併せて、遠隔

監視システムを備えた機器の一括調達を

行う。 

・ 令和６年６月１８日付け学安第３７４

号にて、全ての県立学校に対しＡＥＤの

設置台数、有効期限等の実態調査と併せ

て、「県有施設における自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）の設置及び管理の基準に関

する要綱」について周知を行った。 

 


